
 
 
 
 
 

厚生労働省は、緊急事態宣言の発出を受け、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場での新

型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化などを傘下団体・企業に周知するよう、改めて依頼し

ました。 

ここでは、そのうち 2 項目を抜粋してご紹介いたします。 

 

■ 職場における感染予防対策の徹底について 
 
 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る 

ため、多くの関係団体では、業種ごとの感染拡大予防ガイド 

ラインを作成し、その周知等に取り組んで来られたところで 

あるが、引き続き、職場での感染防止策の確実な実践に取り 

組む必要がある。 
 

 具体的には、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大

を防止するためのチェックリスト」000777506.pdf (mhlw.go.jp) を活用して職場の状況を確認していただ

くとともに、独立行政法人労働者健康安全機構がホームページで公表している動画教材「職場における新型コ

ロナウイルス感染症予防対策を推進するためのポイント」を参照していただく等により、職場の実態に即した、

実行可能な感染拡大防止対策を検討いただき、取組内容を高齢者や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、

糖尿病、高血圧症、心血管疾患、肥満（BMI30 以上）など）を有する者などの重症化リスク因子を有する者を

はじめ、すべての労働者に共有していただきたいこと。 
 

 また、外国人労働者の皆さんが安心して働くためには、職場における新型コロナウイルス感染症の感染防止

対策の内容を正しく理解することが重要であり、外国人労働者を雇用する事業者においては、外国人労働者一

人ひとりの状況に応じた配慮をしていただきたいこと。 

外国人労働者に新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る教育等を行う際には、リーフレットに記載の

「職場内外における感染拡大防止のポイント」や 10 カ国語に翻訳（やさしい日本語版も作成）した「職場に

おける新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用する等していただきたい

こと。 
 

 感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、

衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合、こうした衛生管理の知見を持つ労

使関係者により構成する組織の有効活用を図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求

めていただきたいこと。 

なお、産業医や産業保健スタッフの主な役割については、一般社団法人日本渡航医学会及び公益社団法人日

本産業衛生学会が公表した「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」（令和２年５月 11 日発行。

令和２年 12 月 15 日最終改訂）に示されているので一つの参考としていただきたいこと。 

 併せて、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛

生推進者等が設置・選任されていない事業場については、独立行政法人労働者健康安全機構の産業保健総合支

援センターにおいて、メールや電話による相談の受付、各種情報の提供等を行っているので、その活用につい

て検討していただきたいこと。 
 

また、「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」、「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空

間」を改善するための換気の方法」、「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」に、

推奨される換気の方法等を取りまとめたので、参考にしていただきたいこと。 
 

 このほか、マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあるため、のどの渇きに

関する自覚症状の有無にかかわらず、労働者に水分・塩分を摂取するよう周知し、徹底を求める等、熱中症防

止対策についても着実に実施いただきたいこと。その際、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の実施

事項を参考にしていただきたいこと。 

【労務】経済団体に対し、職場での新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化 

などを依頼 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000777506.pdf


■ 配慮が必要な労働者等への対応について 
 
 発熱、咳などの風邪の症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考慮

した労務管理を行っていただきたく、具体的には、下に掲げる対応が考えられること。 
 

また、高齢者や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血管疾患、肥満（BMI30

以上）など）を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者に対しては、本人の申

出及び産業医等の意見を踏まえ、テレワークや時差出勤などの感染予防のための就業上の配慮を行っていただ

きたいこと。 
 

特に、妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロ

ナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとし

て、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業

の制限、出勤の制限（テレワーク又は休業をいう。）等の措置を講じる必要があることに留意いただきたいこ

と。 
 

この措置により休業が必要な女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度については、有

給休暇制度の整備及び労働者への周知の期限並びに休暇付与の期限を令和４年１月 31 日までとしており、引

き続き積極的にご活用いただきたいこと。なお、テレワークを行う場合は、メンタルヘルスの問題が顕在化し

やすいという指摘があることにも留意いただきたいこと。 
 

・発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指示を行うとともに、その間

の外出自粛を勧奨すること。 

・労働者を休業させる場合、休業中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合った上で、有給の特別休

暇制度を設けるなど、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること。 

・風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場合でも、公共交通機関の利

用は極力控えるよう注意喚起すること。 

・発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話で相談するよう促す

こと。 

・また、相談する医療機関に迷う場合には、地域ごとに設置されている受診・相談同センターに電話で相談し、

その指示に従うよう促すこと。 

 

全文、また、詳細は下記参照先をご覧ください。 

 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html

